
9 月 定 例 会

　行田市空家等対策協議会条例など
15議案を可決・同意・認定

　行田市空家等対策協議会条例など
15議案を可決・同意・認定

　９月定例会には、市長
提出議案16件が提出さ
れ、閉会中の継続審査と
された１議案を除く15
議案をすべて原案のとお
り可決・同意・認定いた
しました。
　主な議案の内容等は次
のとおりです。

議 場 風 景（9月定例会）

市
長
提
出
議
案

○
行
田
市
空
家
等
対
策
協
議
会
条

例
（
原
案
可
決
）

　
空
家
等
対
策
に
関
す
る
協
議
を

行
う
た
め
、
平
成
27
年
５
月
26
日

に
完
全
施
行
さ
れ
た
空
家
等
対
策

の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に

基
づ
き
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
新
た
に
条
例
を
制
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑
　
特
措
法
に
基
づ
き
設
置
さ

れ
る
協
議
会
の
委
員
に
、
な
ぜ
市

議
会
議
員
は
含
ま
れ
な
い
の
か
。

答
　
附
属
機
関
等
の
設
置
及
び
運

営
要
綱
の
中
で
、
協
議
会
の
委
員

に
市
議
会
議
員
を
選
任
す
る
場
合

は
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
と
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
執
行
機
関
と

議
決
機
関
と
の
関
係
を
考
慮
し
、

委
員
に
含
め
て
い
な
い
。

質
疑
　
条
例
第
２
条
第
２
号
に
規

定
す
る
「
特
定
空
家
等
」
と
は
。

答
　
空
き
家
の
う
ち
、
そ
の
ま
ま

放
置
す
れ
ば
倒
壊
等
著
し
く
保
安

上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状

態
で
、
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を

参
考
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑
　
空
家
等
対
策
計
画
の
作
成

時
期
と
措
置
の
実
施
時
期
。
ま
た
、

協
議
会
の
開
催
回
数
は
。

答
　
空
家
等
対
策
計
画
は
、
県
内

市
町
村
で
組
織
す
る
連
絡
会
議
で

モ
デ
ル
案
の
作
成
に
着
手
し
て
お

り
、
こ
の
方
向
性
及
び
県
内
他
市

の
動
向
も
踏
ま
え
早
期
に
作
成
す

る
。
措
置
の
実
施
は
、
同
連
絡
会

議
で
作
成
す
る
判
断
基
準
を
参
考

に
本
年
度
中
に
協
議
会
に
諮
り
判

断
し
た
い
。
協
議
会
の
開
催
は
、

本
年
度
３
回
を
予
定
し
て
い
る
。

○
行
田
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
原
案
可

決
）

　
番
号
利
用
法
の
公
布
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

番
号
利
用
法
が
規
定
す
る
個
人
番

号
制
度
は
社
会
保
障
、
税
、
災
害

対
策
の
分
野
で
効
率
的
に
情
報
を

管
理
し
、
複
数
の
機
関
が
保
有
す

る
個
人
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
活

用
さ
れ
る
も
の
で
、
行
政
の
効
率

化
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
、
公

平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
に
資
す

る
社
会
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
年
10
月
か
ら
個
人
番
号

が
記
載
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
が
国

民
一
人
一
人
に
送
付
さ
れ
、
平
成

28
年
１
月
か
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド

の
交
付
と
と
も
に
行
政
機
関
等
で

個
人
番
号
の
利
用
が
開
始
さ
れ
る
。

質
疑
　
通
知
カ
ー
ド
は
全
市
民
に

確
実
に
届
く
の
か
。
ま
た
、
届
か

な
い
人
へ
の
対
応
は
。

答
　
平
成
27
年
10
月
５
日
現
在
の

本
市
住
民
基
本
台
帳
の
記
載
情
報

を
も
と
に
、
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構
に
お
い
て
通
知
カ

ー
ド
が
作
成
さ
れ
、
簡
易
書
留
に

て
市
内
全
世
帯
に
直
接
郵
送
さ
れ

る
。
届
か
ず
に
返
送
さ
れ
た
場
合

は
、
各
自
治
体
で
調
査
、
確
認
し

た
上
で
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
。

質
疑
　
市
民
へ
の
周
知
・
徹
底
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
　
市
報
に
特
集
ペ
ー
ジ
の
掲
載

や
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
も
活
用
し

周
知
に
努
め
て
き
た
。
ま
た
、
窓

口
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ポ
ス
タ
ー

を
置
き
周
知
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

○
行
田
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

　
番
号
利
用
法
が
公
布
さ
れ
、
個

人
番
号
制
度
に
関
す
る
規
定
の
運

用
開
始
に
伴
い
、
通
知
カ
ー
ド
及

び
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交
付
に

係
る
手
数
料
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
実

施
に
伴
う
市
の
体
制
は
。

条　例

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

　
に
伴
う
条
例
改
正
等

答
　
制
度
全
般
に
つ
い
て
は
企
画

政
策
課
、
シ
ス
テ
ム
関
係
は
広
報

広
聴
課
、
カ
ー
ド
交
付
等
は
市
民

課
が
中
心
と
な
っ
て
対
応
す
る
。

質
疑
　
定
期
的
に
個
人
番
号
を
変

更
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

答
　
個
人
番
号
の
流
出
及
び
紛
失

し
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
な
ど
、
個
人
番
号
の
再
付
番
が

で
き
る
条
件
が
決
ま
っ
て
お
り
、

こ
れ
以
外
の
変
更
は
制
度
上
で
き

な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

○
行
田
市
学
童
保
育
室
設
置
及
び

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
原
案
可
決
）

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

の
実
施
に
伴
い
、
学
童
保
育
室
の

利
用
申
請
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
新
た
に
南
小
学

校
内
に
学
童
保
育
室
を
設
置
す
る

た
め
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
を

追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑
　
新
た
に
設
置
す
る
南
学
童

保
育
室
の
運
営
主
体
は
ど
こ
か
。

答
　
公
設
民
営
に
よ
る
運
営
を
予

定
し
て
い
る
。

質
疑
　
新
制
度
に
伴
う
本
市
学
童

保
育
室
の
今
後
の
計
画
は
。

答
　
国
の
新
基
準
に
基
づ
く
定
員

調
整
に
よ
り
学
童
保
育
室
の
利
用

ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
新
た
な
学
童
保
育
室

の
設
置
を
検
討
し
て
い
く
。

○
平
成
27
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
原
案
可
決
）

　
当
初
予
算
に
計
上
し
た
各
種
施

策
を
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め
の

事
業
の
見
直
し
と
、
新
た
な
事
業

を
実
施
す
る
た
め
の
所
要
経
費
等

を
措
置
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
９
億
７
５
４
５
万
６
千

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
２
６

８
億
８
６
３
３
万
９
千
円
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
、
事

業
費
で
は
、
民
生
費
に
お
い
て
、

学
童
保
育
室
利
用
者
の
増
加
に
対

応
す
る
た
め
、
北
小
学
校
体
育
館

２
階
の
会
議
室
を
活
用
し
た
新
た

な
学
童
保
育
室
整
備
の
た
め
の
設

計
費
を
措
置
。

　
商
工
費
で
は
、
商
工
セ
ン
タ
ー

の
経
年
劣
化
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト

飛
散
の
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
こ

の
除
去
費
用
を
措
置
。

　
ま
た
、
事
業
費
以
外
で
は
、
総

務
費
に
お
い
て
、
合
併
10
周
年
事

業
と
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
公
開
番
組
を
実

施
す
る
た
め
の
所
要
額
及
び
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
の
実
施
に
伴
う
事

務
的
経
費
の
措
置
。
ふ
る
さ
と
納

税
促
進
事
業
の
記
念
品
予
算
及
び

過
誤
納
金
還
付
金
の
追
加
措
置
。

　
商
工
費
で
は
、
産
業
交
流
拠
点

基
本
構
想
策
定
に
係
る
所
要
額
の

措
置
。
二
桜
商
和
会
の
商
店
街
街

路
灯
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
伴
う
補
助
金
及

び
制
度
融
資
利
用
事
業
者
の
倒
産

に
伴
う
補
償
金
の
追
加
措
置
。

　
土
木
費
で
は
、
道
路
や
水
路
補

修
要
望
箇
所
の
増
加
に
伴
う
出
役

料
等
の
追
加
措
置
。
ま
た
、
空
家

等
対
策
協
議
会
条
例
に
伴
う
委
員

報
酬
等
を
措
置
。

　
こ
れ
ら
を
賄
う
財
源
は
国
・
県

支
出
金
、
寄
附
金
、
繰
越
金
、
市

債
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑
　
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
に

つ
い
て
、
今
後
改
め
て
増
額
す
る

考
え
は
あ
る
か
。

答
　
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附
金
の
さ

ら
な
る
増
加
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、

今
後
も
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

質
疑
　
商
工
セ
ン
タ
ー
の
ア
ス
ベ

ス
ト
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
把
握

し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、

他
の
公
共
施
設
で
対
策
が
さ
れ
て

い
な
い
施
設
は
あ
る
の
か
。

答
　
平
成
17
年
度
に
実
施
し
た
調

査
で
は
国
の
基
準
値
以
下
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
基
準
が
見
直
さ
れ

再
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
施
設

の
一
部
で
使
用
し
て
い
る
吹
き
付

け
剤
に
基
準
を
超
え
る
ア
ス
ベ
ス

ト
の
含
有
が
判
明
し
た
が
、
吹
き

付
け
剤
が
安
定
し
飛
散
の
お
そ
れ

が
な
い
と
判
断
し
現
状
で
使
用
し

て
い
る
。
ま
た
、
同
様
の
吹
き
付

け
剤
を
使
用
し
た
公
共
施
設
等
で

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
が
確
認
さ
れ
て

い
る
の
は
商
工
セ
ン
タ
ー
、
旧
勤

労
会
館
、
緑
町
ポ
ン
プ
場
、
市
営

住
宅
２
施
設
の
計
５
施
設
で
あ
る
。

質
疑
　
放
課
後
児
童
対
策
事
業
費

に
つ
い
て
、
学
童
保
育
室
の
未
設

置
学
区
へ
の
設
置
予
定
は
。
ま
た
、

今
回
北
小
学
校
に
設
置
予
定
の
学

童
保
育
室
は
体
育
館
の
２
階
だ
が
、

安
全
面
は
確
保
で
き
る
の
か
。

答
　
学
童
保
育
室
が
設
置
さ
れ
て

い
な
い
学
区
に
お
け
る
利
用
申
請

の
状
況
と
恒
常
的
に
定
員
不
足
が

見
込
ま
れ
る
学
童
保
育
室
の
状
況

等
を
比
較
し
、
整
備
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
く
。
ま
た
、
北
小
に
新

設
予
定
の
学
童
保
育
室
は
児
童
の

安
全
な
通
室
に
配
慮
し
、
階
段
等

に
転
落
防
止
柵
を
設
置
す
る
な
ど

の
安
全
対
策
を
行
う
。

質
疑
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ

い
て
は
情
報
漏
え
い
が
危
惧
さ
れ

る
が
、
こ
の
対
応
・
対
策
は
。

答
　
シ
ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
、
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価

の
実
施
や
職
員
研
修
を
行
っ
て
い

答質
疑

答質
疑

答質
疑

答

質
疑

答質
疑

答

補正予算

補
正
総
額

９
億
７
５
４
５
万
円
余

答

質
疑

答質
疑

質
疑

答質
疑

答質
疑

答

質
疑

答質
疑

質
疑

答る
。
個
人
番
号
に
紐
付
け
ら
れ
る

個
人
情
報
は
各
行
政
機
関
が
分
散

し
て
保
有
し
て
お
り
、
個
人
番
号

が
漏
れ
る
こ
と
で
個
人
情
報
が
芋

づ
る
式
に
盗
み
取
ら
れ
る
可
能
性

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
26
年
度
行
田
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

決
算
審
査
特
別
委
員
会
に
よ
る
閉

会
中
の
継
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
水
道
事
業
会
計
及
び
６

特
別
会
計
（
国
民
健
康
保
険
事
業
、

下
水
道
事
業
、
交
通
災
害
共
済
事

業
、
介
護
保
険
事
業
、
南
河
原
地

区
簡
易
水
道
事
業
、
後
期
高
齢
者

医
療
事
業
）
の
歳
入
歳
出
決
算
に

つ
い
て
は
、
所
管
の
常
任
委
員
会

で
審
査
を
行
い
、
原
案
可
決
及
び

決
算
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

決　算

７
会
計
の
決
算
を

　
　
可
決
及
び
認
定


